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私達の活動の基本は、相談者･加入者が闘いを始めた時、その闘いをサポートするこ

とにあります。皆さん、月に一度は組合活動に参加しませんか？有給休暇を取って

事務所に来ませんか？この不況で労働相談は後を絶たず、交渉や闘争も増え、事務

所業務は非常に多忙になっています。労働相談、団体交渉要員、地労委闘争、裁判

傍聴など、組合員の皆さんの応援をお願いします。 

 

複数職場は、賃上げ・労働条件の改善を取り組むことを呼びかける 
 

小泉政権の『改革』＝規制緩和と雇用破壊は、労働者の生活苦と将来不安を強めてきました。

日本経団連は、「一律的なベースアップは論外」「定期昇給制度の廃止・縮小」「成果主義賃金」

と主張し、総人件費の更なる縮小、賃下げ攻撃を宣言しています。松下電器は「増益下でリス

トラ、早期希望退職者募集」、トヨタは「期間（有期）従業員の増加」として正社員の縮小を実

行しています。 
これまで管理職ユニオンは、解雇や不利益変更の個別対応の団交、闘いが主でしたが、組合

員が複数化する職場も徐々に増え、また企業内労組からの相談者も出てきています。 
今回初めて、賃上げ・労働条件の改善、一方的賃下げや労働条件の不利益変更を許さない為

にも春の闘い「春闘」を呼びかけます。併せて、職場での組合活動の確保を、その為の事前協

議制や組合活動上の事務所・掲示板貸与の労働協約化闘争を検討に入ることを呼びかけます。

参考までにあげると、東京ユニオンは、要求を３％〔２％定期昇給分＋１％格差是正分〕、金額

では 5,200円＋2,600円＝7,800円としています。また時給者については、1,200円／時間以上
にすることを決めています。 
事務所に資料を用意していますので要求作りの資料、職場での討論・検討の相談は、積極的

に申し出てください。 
                              副執行委員長 仲村 実
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                             Ｋ 
 
日常の組合活動として定期的に労使問題の状況報告を従業員へ連絡する目的で、1 月 24 日朝の就
業開始前にビラを配りました。ビラの内容は団体交渉で要求している報告、①Ｏ氏の東京転勤を白

紙撤回すること、②Ｏ氏の病気回復後の復帰先を元職インデックスにすること、③Ｏ氏の住居指定

が無いため東京出勤を行わず神戸出勤をした事に対する、欠勤扱いにした日数を出勤扱いに戻し未

払い賃金を支払うこと、④Ｋ氏にミッショングレード 6の業務を 2つ提示し選択させること、⑤Ｋ
氏のグレード降下に伴う賞与 3 回分の差額（ﾐｯｼｮﾝｸﾞﾚｰﾄﾞ 6 の平均とＫ氏支給額との差額）を支払
うこと、⑥組合団交拒否の解決金を支払う事。また、中央労働委員会の報告をし、「昨年末の大阪

府労働委員会の 2つの命令に対して会社側は不服再審査申し立てを行い、この内容も合わせて和解
審議調整に向けて検討予定です。組合としては納得のいく回答を得るまで戦います」としました。

最後に、大阪府労働委員会の報告として「会社主張は組合員の職場復帰をあくまでもルールに従っ

た対応でしか処理することを考えていないようであり、組合側主張はＫ、Ｏ氏は長期に及ぶ不利益

を受けている。したがって従来の規定のルールに従いこだわるのではなく、“特別な扱い・配慮”

が必要であり、職場配置を早急に決めるようにという、主張をしました。 
このビラ配布に対し 1月 24日、会社側は組合に抗議の文書を送ってきました。 
内容は、先般中央労働委員会にて指導（当面、和解内容について経緯を除き第三者に情報開示し

ない）のあった趣旨に反する記載があったので抗議するということです。「今後貴組合がこのよう

な一方的な情報開示を行う場合、当社としても対抗措置をとらざるを得ないという警告しておきま

す。」としてきました。 
私たち（組合）は中央労働委員会からの要望（指導ではない）を無視しているとは考えていませ

んので、以下の通知書を、1 月 31 日に会社に提出しました。ビラでは、どのような内容が話しあ
われ、会社のだれが発言したかは一切触れておらず、従来の主張を述べただけで、事実を報告する

ことを権力で押さえつけるような会社の対応には憤慨しています。この会社の抗議文書に対し、組

合から以下の通知書を送りました。 
 
 

通 知 書 
「ワールド人事統括部」名の当組合に対する抗議（２００５年１月２４日付）文書は、貴社社長

の了解した文書と受け取ります。以下、当組合の見解を通知いたします。 
結論から言います。前回の中央労働委員会での調査時、公益委員より「交渉の内容をびらへの記

載を控えて欲しい」との要望があり、当組合としても「配慮」する事を表明したことは事実です。

しかし、貴社が抗議している２点について、その「配慮」を欠いているという認識は持っておりま

せん。従って、「抗議を受ける筋合いはない」というのが当組合の見解です。 
尚、今回の貴社の抗議と、本通知書を次回発行の組合ニュースにて公表する事をあらかじめ通知

しておきます。あわせて、中央労働委員会に対して提出した、当組合の「解決に向けた要求」もび

らに記載する予定ですので通知すると共に、この通知書と同時に送信します。        
                                        以上 
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臨時大会報告      ＪＴトーシ分会 
  
大会は、昨年、今年に継ぐＮ社長の全社説明前、去る 2005年 1月 9日。ＡＭ９時より豊橋にて
組合の臨時大会が開催された。説明会の内容が私たちＪＴトーシで働く者の生活が数ヶ月先には激

変する可能性があるなかでの事態を受け、組合としての対応を明確に意思統一するために開かれた

ものである。 
大会方針案として 
１、 状況認識 
２、 組合としての獲得目標 
３、 目標を実現するための戦略・戦術  が討議を経て確認された。 
 
続いて  大会特別決議として４本の決議が確認された。 
 
１、ストライキ権の確立                全員で承認。  
２、ＪＴＴ労組との共闘に関して              
３、 特別闘争基金の積み立て 
① 管理職手当、営業手当、職務手当の闘争基金への積み立て。 
② 営業手当と管理職手当との差額の基金への積み立ては、2005年 1月分の給料から執行とす
る。 

③ 管理職手当ての残り、営業手当て、職務手当ての基金への積み立ての執行は、状況 
(経営の出方、社員の意識等)を勘案し適時行う。 
ただし女性組合員は、女性差別賃金を考慮した相当額とする。 
 

４、 経営が準備している『3カ年計画』に対するＵＮＩＯＮからの要求書 
 （組合が3カ年計画に対して最低満たされなければならないと考えている基準。）   以上 

2005年1月10日 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

             組合員交流会ご案内 
組合員交流会を、下記内容にて開催します。多くのみなさんの参加を求めます。 

（担当執行委員 Ｓ、Ｉ、Ｍ）  

 

 日時 ２００５年２月２６日(土) PM5：00～7：00 

 内容 ｢職場をかえせ｣ 講師 内藤進夫さん(派遣パート関西事務長) 

 場所 管理職ユニオン･関西 組合事務所 

   

  内藤さんが 2０数年訴えてこられた、｢失職処分は無効、職場をかえせ｣の闘いについて、

私たちにとって学ぶべきところも、多々あると思います。 普段、本人はあまり語ろうとさ
れませんが、この際思う存分話していただきます。また、参加者の方々の現状報告も行って

いただき、みなさんとの交流を深めて行きます。 

支部・分会連絡会議 (それぞれ参加の準備をして下さい) 
 日時 2月 12日【土】午後 1時～ 
 場所 ユニオン事務所 
 内容 支部の状況報告及び 05春闘について 
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解決いたしました。K・K 
 
昨年２月に組合加入いたしました東京に本社を置く中堅広告会社の匿名男前です。 

16年度年俸カットに対する 15年度年俸への差し戻しと過去 2年分の超過勤務手当て未払いに対す
る要求闘争です。全面解決ではなく和解金という形でとりあえず第一ステージと考えており、今後も、

１７年度の年俸更改で会社側が不当な意思表示をとるようであれば第２ステージになることも考えら

れます。 
 
【事件発生】 
約一年前事件は発生しました。2004年 1月 21日、社長Ａ氏より希望退職者募集についての発表
がなされました。募集人員は 60名、対象者は 35歳以上の正社員、退職条件は会社都合退職という
ことで特別加算金約 200万円を提示されました。５２歳の私には、子供の教育ローンの返済などを
考えると現状でもぎりぎりの生活をしているのに、退職､再就職となると今の年収を大幅に下回る

ことが確実で、家計自体が回らなくなるのは目に見えています。 
当社には社員会という親睦団体があり、今回の希望退職募集の件も事前に社員会と会社側が二者

協議会なる場を持ち社員会として、社員を代表しての質問や、会社側の状況説明などお互いの意見

を交換し合ったようです。会話の中で、「会社としては社員に対し退職を強要するようなことはあ

りません、万が一、強要されるようなことがあれば担当役員が全面フォローします」とまで明言し

ています。 
そんな中、社長から部門長に発信された退職勧奨のコメント例を入手文面は、｢あなたは将来ど

のくらい給料が下ると思っていますか？｣「あなたのばあい最大で半分以下になるかもしれません」

｢給料が下ってからやめようと思っても、この条件は今回限りです｣｢今後は自己都合退職になり、

割増退職金も再就職支援サービスもつきません｣｢しかも次の就職先では下がった給料が基準にな

るので、もっとつらくなりますよ｣と言う脅迫めいたコメントを入手、社員会執行役員に報告、社

員会としては会社側に対して異議申し立てをするよう要請しましたが何の反応もありません。この

時点で、社員会に頼ることはあきらめ自分自身で行動を起こすことにしました。 
 
【相談】 

2月 6日（金）管理職ユニオンのＦ執行委員と大浜書記次長に相談、大浜書記次長から組合に加
入して交渉することを勧められました。但し、「組合としてサポートはしますが解決は自分で導く

もの」。と釘を指されました。会社での立場、上司、同僚のことなどを考えるとすぐさま加盟とい

うまでには踏ん切りがつかなかったことも事実です。 
 
【退職勧奨】 
 2 月 13 日（金）に本社より取締役Ｂ氏が来阪、Ｇ大阪支社長同席の上で数人の社員と面談、私
も面談を受け退職勧奨を受けました。私の 03 年における業務実績が目標以上に成果をあげたこと
などをアピールしましたが、全社的な業績不振、特に大阪支社が全体の足を引っ張っていることを

理由に全体責任みたいな見方をされたので、ハッキリと「業績が悪くなったのは社員のせいでもな

ければ私のせいでもありません」「責任をとるのは見通しを立てられなかった役員の皆さんが責任

をとるべきです。」「私は会社を辞めるつもりはございません」と退職勧奨を拒否。 
 
【組合加盟】 
明けて、2 月 16 日（月）ユニオンに出向き１３日の退職勧奨の事などを大浜書記次長に報告、
さっそく組合加入通知の書面を作成本社社長宛に発送しました。この後、同僚のＤ氏も年俸辞令を

受け取り減給率があまりにも激しいので組合加盟を意思表示今後2人で交渉していくことをお互い
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に確認しました。 
 
【減給】 
 3 月 26 日（金）社長より 15 年度の営業実績、16 年度の営業見通し、希望退職者の現状などが
発表され経営職は平均１０％の削減と言い渡されました。私の場合、15年度も約１０％の削減と 2
年連続で合わせて 100万円の年収減となりました。帰りにユニオンに立ち寄り大浜書記次長に相談、
団体交渉の申し入れをすることとしました。内容は、Ｅ組合員､Ｄ組合員の１６年度年俸を１５年

度基準に戻す事を主体とし書面を社長宛に送付。 
 
【団体交渉】 
 4月 17日（土）13時北区の謀会議室に於いて組合からはＦ執行委員、大浜書記次長、D組合員、
私が出席。会社側からは弁護士、Ｃ取締役、Ｆ人事局長、大阪支社Ｇ支社長が出席。 
会社に対する質問書と 15年度年俸への差し戻しを要求、2～3やり取りがありほとんど回答を得ら
れず、後日、書面で回答ということで交渉は 30分足らずで終了しました。 
 
【事実関係の確認】 
会社に対して、年俸カットの根拠、営業業績不振の責任処置問題、不公平な人事評価、不信な人

事発令、辻褄の合わない組織改革など不審に思われる事実に 3回質問書を送り付けその都度、１５
年度年俸への差し戻しを徹底的に要求、追及してきました。毎回、全く誠意のない回答で。半年が

過ぎ、大浜書記次長さんよりそろそろ２回目の団体交渉をしましょうかと助言を頂き。２回目の団

体交渉を申し入れ。 
 
【団体交渉第２ラウンド】 
１０月５日(火)新大阪謀ホテルにて２回目の団体交渉。組合からはＦ執行委員、大浜書記次長、

D組合員、私、応援に Kメーカーの組合員が出席参加してくれました。会社側からは弁護士、Ｄ取
締役、Ｆ人事局長、大阪支社Ｇ支社長が出席。今回は、私の１４年度と１５年度の時間外超過勤務

手当て要求について争点を絞り追求しました。会社側の主張としては、組合員は肩書きが部長職で

経営職の立場にある為、超過勤務手当は支給対象外との主張です。会社側に対して経営職の権利・

権限・立場を説明するよう要求しましたが、会社側からは何も応えはありません。経営職として認

めるならば会社の業績開示、経営者会議の議事録提出など経営職としての立場を重んじていただく

よう要求。弁護士の口から、解決作として名誉を重んじるか金銭を重んじるかの選択肢を提示され

る。金銭的な解決で止むを得ないと意思表示。金銭的な話し合いは後日弁護士と組合にて調整とい

うことで終了。弁護士からの金銭表示を待つことにしました。 
 
【回答】  

1１月９日（火）弁護士事務所より組合に電話にて一括解決＊＊万円を提示される、がとても納
得できる金額では無いので即座にお断り申し上げました。 

11月 17日（水）二回目の連絡、＊＊＊万と協定書なるものが提示されましたが、納得がいかな
いので労働基準監督署に出向き超過勤務の請求ができるか否かを相談。帰りにユニオンに立ち寄り

大浜書記次長に相談、この金額で納得はいかないものの協定案を部分変更することで回答する事に

し、協定文書を私のほうで作成、後日送付という結論に達しました。 
翌日、就業規則補足資料管理職制度導入制度を発見、管理職とは部門長・と所属長と明記。手当

ても所属長月額 5万円、部門長月額 3万円と有り、我々組合員は単なる部長職で会社が言う管理職
（管理監督者）には当てはまらないと判断。再度、超過勤務未払い分請求と 15 年度年俸への差し
戻し、会社作成協定案の文面の「組合員は管理監督者（労働基準法第 41条第 2号）の地位に在る
ことを確認する」。と言う条項を、組合としては協定書から削除するよう要請し、＊＊＊万円の解

決金は見送りにさせていただくよう弁護士事務所に連絡しました。 
年が明けて。１月６日（木）弁護士事務所より３回目の回答＊＊＊万円と協定案の改定が提示さ

れました。今までの経緯を考えると、１００％の回答までは行かなかったものの、０からの出発に

してはまあ満足の行く回答と理解し条件をのむことにしました。 
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組合活動は“やってもらう”“やってあげる”の依存関係ではありません。会社依存から単

に組合依存に変わっただけでは解決にはなりません。あなたの“どうしたいのか”について、

あなたが“どうするか”を決め、あなたが“主体”とならなければ何も始まりません。 私達

は、組合員が会社への依存から脱し、自立して生きていくために、本人の主体性に基づいて、

組合員が相互協力し問題解決をサポートしています。 

 あなたの取り組み次第によって、その解決も違ったものになります。より納得できる解決を
導くために組合活動や学習会に参加し、様々な問題で闘争している組合員と交流して、自身の

問題への取り組み方を考えてみましょう。「組合員の○○○です」とお電話下さい。参考にな

る交渉などをお知らせします。 

あなたの経験、または意見を大募集しています。(組合員・非組合員を問いません) 
内容は特に限定しませんが、ユニオンの大会方針『明るく！楽しく！元気を広げよう！』

『自立・連帯・協働』に基づくあなたの文章をください！ 

また、組合員の皆さんの仕事や再出発も応援しています。どんどん紙面を活用してください。 

◆ 例題：解決しました！ 就職しました！(苦労談) 事業を開始しました！ 

◆ 会社にこうして居座っています・ＥＴＣ  締め切り：毎月月末 

◆ できれば、メールもしくはフロッピーを郵送してください。(Ｆａｘも可)  

 連絡は教育宣伝部・大浜まで 
 

但し、これで全面解決したわけではなく、冒頭申し上げたとおり、１７年度年俸更改で不当な扱

いを受けることになれば第２ステージに持ち込む考えです。この結果は、Ｆ執行委員、大浜書記次

長他組合の方の助言を頂き、労働基準法を勉強、労働基準監督署にも出向き自分自身で行動に移し

た成果だと思っています。これから先も、何が起こるか判りません改めて組合員の方がたのご協力

をお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２００５年 法律対策部・学習会参加のご案内② 
① 標 題  成果主義賃金の法律的な戦い方について 
② 講 師  Ｍ弁護士（団副団長） 
③ 日 時  ２月１９日（土）午後２時～５時 
④ 場 所  ユニオン事務所内 
⑤ 参加費用  無料（但し事前申し込みを大浜までして下さい！） 
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解決しました。           神戸市在住 N.H 
 
 これまで 2回転職しておりますが、全て円満退社、キャリアアップの転職といった形でした。 
しかし今回事件となった３社目の会社では、退職勧奨～解雇予告通知を受けました。この会社は

外資系の会社ですが、日本における事業展開の歴史も浅く、従業員数や売上高も中小規模。これま

での転職は、前職の実績を請われての転職だっただけに、２００４年３月退職勧奨を受けた際には、

その事実よりもプライドが傷つけられたとの思いで、怒り心頭でした｡会社の副社長の言う退職勧

奨をする理由は、入社して丸１年経ったけれども実績が上がっていないとの事｡そして西日本の営

業責任者として一人入社する為、営業 2名体制にするほど西日本で売上が上がらないので辞めて欲
しいとの事でした。 

 
この会社は、イタリアに本社のあるコーヒーマシンの専門メーカー、日本では主に業務用のマシ

ンを主要製品として販売しているが、売上に占める家庭用のマシンの構成率を上げたいと模索して

いる所でした｡当時、本社の川崎から全国に向けて営業展開をしており、大阪営業所は、ショール

ームはあるが営業員が居らず、技術の人間が一人駐在しているという体制でした｡2003年４月そこ
に、私が営業として入社したのですが、その事を気に入らないと考えていた人間が数名いた模様で

す。本社で、業務用のマシンの西日本を担当していた人間は、私が入社した事によって、本人曰く

西日本の出張という美味しい仕事がなくなる…と出張時にいつも飲んでいた大阪の技術の人間に

冗談交じりに話していた模様、また大阪の技術の人間も一人で勝手気ままに、ダラダラ残業しなが

らやっていた仕事がしにくくなったり、会社のパソコンで、アダルトサイトをよく見ていたのが見

にくくなったり（私は、その件は本人に指摘はしていませんが、インターネットで検索中に急にア

ダルトに繋がってしまうというウイルスが入っていた。）といった不満をもった模様。 
私が入社して本社の研修を３ヶ月受け、大阪に赴任して間もなく、本社副社長の問いかけに対し

て、この二人が私に西日本の業務用マシンの営業を任せられないと言った事が、今回の事件に至っ

たそもそものきっかけでした｡その際、副社長と営業部の次長から私に対して、「私のことを気に入

らないといっているものがいる、小さな会社なのだから和を乱さないように。」との注意がありま

した。私としては、上記のようなことが個人の感情の問題だという確信もありませんでしたし、ま

だ入社して間もない事もあり、何ら反論する事も出来ませんでした｡ 
また副社長と営業部の次長の聞いている、私に営業を任せられないという理由は、私に商品知識

が不足している、そして私の顧客の前での態度が悪く、クレームになった…などの理由との事。商

品知識に関しては、当然まだまだ足りない部分があるため日々勉強を重ねていくのは当然ですが、

もう一点の後者の方は全く身に覚えがなく、営業として顧客から自分の営業態度が悪いなどといわ

れる事は致命傷である為、いつ、何処で、どのタイミングで、私の何が問題だったのか、具体的に

教えてほしいと訴えましたが、会社側からは明確な回答はありませんでした。そして次長からは、

人間、感情の行き違いがあることは当然あるが、それにしても入社して３ヶ月では、私に分が悪す

ぎるとの言葉が有りました｡ そして、副社長からは西日本全体の営業の仕事ではなく、家庭用の

エスプレッソマシンの展開を西日本で勧めるという仕事をするようにとの指示がありました。 
このミッションは、殆んどが新規開拓です｡また、商品の性格上、大手量販店の全店に並べて価

格で勝負して販売する商品ではなく、ギフトルート、通販ルートで先行する競合他社からその部分

の展開を奪うという仕事です｡一般家庭への普及率がまだまだ低い民生用の商品、特にギフトや通

販のカタログに載せるということは、その対象となる会社の年間スケジュールにあわせた商談、商

品採用、カタログ発行といったプロセスがあるため、顧客にアプローチして半年や一年で大きな実

績の上がる商品ではありません｡そこに至った研修を省いた実質９ヶ月の間にも、小さな規模の販

売先では新規で取引の始まった所もありましたが、狙っている大手に関してはアプローチをしてい

る最中でした。 
２００４年３月退職勧奨を受けた際、すぐユニオンの事をインターネットで調べ相談に伺いまし

た、その時に対応していただいた組合員の方によると、退職する気が無いなら、しないと言う意思

を表明すればよい。それでも退職勧奨が止まない様であれば、組合に入り団体交渉の申し入れをす

ればよいとのことでした｡ 
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そして私は、会社に対してはやめる気が無い事を通告し、新たに入社した大阪支店の支店長は業

務用担当、私は家庭用担当という事で支店長が研修を終えた 2004年 7月より、営業は 2名の体制
となりました。この支店長は私よりも年長であり、常識人でもあった為、営業二人の関係に問題は

無かったのですが、そこでまた、大阪の技術の人間が今度は新しい支店長のことを気に入らないと

言い出しました｡このこともあり、本社の人間の感覚が普通であれば、この技術の人間の性格に対

し、疑問をもつであろうと考えました｡支店長曰く、支店長からこの技術の人間には会社をやめて

もらいたいと本社に話をしたが、本社サイドとしては辞めさせる訳にはいかないが、注意はすると

いうことがあった模様です｡ 
この間、会社の状態はといいますと、主力である業務用のマシンから発煙、出火が相次ぎ、その

対策に追われ、またそれが原因で売上にも悪い影響を及ぼしていました。また会社の方針と合わな

い主力代理店を一方的に切った事での訴訟問題をかかえていたり、会社の意にそぐわない事態が

色々と発生しておりました｡私の仕事のほうは、順調に大手量販店や百貨店の定番を拡大し、大手

通販カタログの掲載も数社決まり、ギフト業界の年一回発行するカタログに採用される事が、アプ

ローチした全ての会社において決定したりとこれ以上のものが求められないほどのアクションの

結果であったろうと考えていました｡ 
ところが 2004年 11月 30日に、副社長より 12月いっぱいで解雇との解雇予告通知がありまし
た。そして直ちに支店長と引継ぎの日程に就いて決めろとのこと。そのときの副社長からの理由説

明によると、会社として非常に業績が悪く人員を削減する事になり、そして売上目標や達成率の低

い私に辞めてもらうことになったとの事｡その場で納得できない事を表明しましたが、これは会社

としての決定事項である。交渉の余地は無いとの事でした。その日の終業時間後すぐにユニオンに

電話をいれ状況を話し、その日のうちに組合員になり、労働組合加入通知と、解雇予告通知の白紙

撤回を求める団体交渉の申し入れを行いました。完全に気が動転していた私に対して、仲村副委員

長を始め、応対していただいたＮさん、Ｋさんに話を聴いていただいたり、組合についての説明が

あり、そしてやるべき事を教えていただいたことに大変感謝をいたしました｡ 
翌日、支店長と話をしたところ、すばやいアクションに会社側も動転している、個人としては応

援したい、辞める気がないなら引継ぎもしない…との話でした。しかしその後すぐに支店長は本社

から呼び出しを受け、会社と歩調を合わすようにきつく言われた模様でした。そして、この申し入

れに対しての会社側からの回答は、一切交渉を行わないとの回答があり、すぐに大阪府地方労働委

員会に救済申立書を送り、2005年 1月 12日に地労委にて調査、そしてその日に 1月 20日に 1回
目の団交を行う事が決まりました。 
最初にユニオンを訪問した段階では、解雇に関して全く納得できない為、裁判をしてでも…とい

う気持ちがありましたが、家庭を持つ 42 歳の身としては、とりあえず次の仕事を探し失業手当を
貰いながら、今後為されるであろう斡旋の内容で折れるか、裁判かを決めれば良いと考えていまし

た。ところがこのところの報道である、景気の回復、失業率の改善というのは事実である模様で、

リクルート＊＊＊や人材銀行に登録し、就職活動を始めて新年を挟み 2～3 週間で、直ちに複数の
会社から内定が出始めました。 
その中で以前の会社より対外的な知名度も、仕事の内容も、給与体系も全てにおいて良くなる先

に就職する事を決め、仲村副委員長にも相談し、1 月 20 日の第一回団交で解決金を取れれば良い
ということに方針を転換いたしました。このような背景もあり、団交の際に出た会社の主張である、

実際は人員削減ではなく、私に能力が無い為の解雇であるといった一方的な主張も全く気にならず、

和解という方向で話を進めました。そして会社側の弁護士と仲村委員長で和解内容を詰めていただ

き、1月 28日に和解協定書に署名捺印いたしました｡結果として条件の良い転職となり、私にとっ
てこれ以上の物が無い解決となりました。 
まったく何も知らなかった私に書類の作り方を懇切丁寧に教えて頂いたり、土曜日に子守りをしな

がらユニオンに訪問し、書類を作る間、子供を見ていただいたりと本当に皆様にお世話になりまし

た。ありがとうございました。 
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退職勧奨から解雇通告まで６０分、そして解決まで  
ＫＹ 

（会社状況） 
現在勤務している会社はレンタル業を主としていますが、より一層の売上げを目指して新たに事業部

を設立し経営管理ソフトを開発、ソフトメーカーとして全国への販売を目指しています。 
全国展開を計画し２０００年から一気に札幌、仙台、金沢、京都、名古屋、大阪、広島、福岡と８つ

の拠点（１名体制のホームオフィス）を立ち上げました。しかし営業の努力不足も有りますが、ソフト

の特殊性も手伝って目標の売上げが達成できません。 
そしてついに２００２年より札幌、仙台、福岡に対し退職勧奨を行い、社員は自主退職としてやめて

いきました。そして札幌、仙台、福岡は新たに社員を採用しましたが、前回同様に売上げは全くあがり

ません。そして現在までに、札幌、金沢、京都、名古屋、大阪についてはオフィスを閉鎖し社員は自主

退職に追いやっています。福岡については再度採用した社員も退職し、また社員を採用しました。多く

の社員が製品の改善を提案しましたが、「製品はすばらしい」「営業が悪い」との事で社員を入れては、

退職、又採用するというパターンを繰り返しています。 
（あやしい雲行き） 
 上記で述べましたように２００３年までに札幌、金沢、京都、大阪は閉鎖済み。 
そして２００４年９月、名古屋が退職勧奨により退職。同時期に私に福岡転勤の話がでる。承諾をし

た所、２、３日後に本社から「転勤話は無かった事として広島でがんばって欲しい」との回答でした。

この時点であやしい雰囲気が感じられた為、早速「管理職ユニオン・関西」へ電話したところ、大浜書

記長がすぐに相談にのって下さり、①すぐ加入をすること②参考書類を送付するので良く見ること、で

した。送付されてきた「MU・関西ニュース」を見て非常に参考になりましたが、大浜書記長からすぐ
加入するように言っていただいたのに自分自身まだ加入に踏み切る事ができません。事を荒立てたくな

いし、退職勧奨があってからで良いだろうと思っていました。（後でこれが間違いと判りました。） 
（問題発生） 
２００４年１２月、Ａ執行役員より退職勧奨を受ける。参考資料など読んでいましたので即座に明確

に断りました。しかし別れてから１時間後、今度は電話にて解雇通告を受けたのです。理由は「業績悪

化による事業所閉鎖の為の解雇」でした。それも今通告したので解雇日は今日から１ヶ月後との事です。

この時点で「管理職ユニオン・関西」に電話し大浜書記長へ相談。「すぐ相談に来てください」となり

翌日に訪問して大浜書記長と相談、即刻「加入」させていただきました。年末の忙しい時に急に加入し

た私でしたが、急がないといけないとの事で、年内での団体交渉日を捻出いただきました。早速、労働

組合加入通知書と団体交渉申入書を作成し会社に送付しました。（Ｎ執行委員にも懇切丁寧にご指導頂

き感謝しております。） 
（団体交渉） 
２００４年１２月２７日、年末ぎりぎりで団体交渉となる。会社側は今回の閉鎖、解雇理由について、

現在の広島の売上げの僅少さ、そして事業部自体の収益状態も厳しく転勤等の考えも無い事などの説明

であったが、大浜書記長より「解雇することは、どういう事なのかわかっているのですか」との質問に

対し「確かに厳しい事なので、退職日を１ヶ月後としたが、３月１５日までとして良い。」との回答を

出してきました。 
基本的に、決定についてはすべて社長が権限を持っており今回出席したＡ執行役員やＢ管理部長は独

自で決定できません。その為、改めて「納得できる対応と条件を検討して再度文書にて提出」するよう

に申し入れて、その日は終了しました。 
（経過） 
 ２００４年１２月２８日、会社から検討した結果の回答が入る。 
（内容は、団体交渉の時と全く同様であり、退職日を３月１５日としたものであった。） 
 ２００５年１月６日、大浜書記長と相談し、会社へ要求書を提出する。 
（内容は①現職の継続。 ②無理なら転勤しての勤務の継続。③やむを得ずの退職の場合、勇退条件と

して金銭的保証と有給休暇の買取り④整理解雇についての４要件は不十分など） 
２００５年１月６日、会社から即刻返答あり。内容は前回と同様、全く進展なし。 
（この時点で会社に対し「いい加減にしろ」という気持ちと、私も疲れたのか「もういいか」という気
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持ちが交差しました。大浜書記長に話しましたが、「もう少しがんばりましょう」と心強い言葉をいた

だきました。 
 ２００５年１月１１日、会社へ再度検討の依頼をする。 
（組合の要求を一切無視するなら組合としてそれなりの対応を検討するという内容。） 
２００５年１月１２日、会社から最終回答が入る。 
（在職期間の成果を評価して特別慰労金を支払うとの事。） 
（結果） 
 ２００５年３月１５日を持って、退職することにしました。 
 次の就職は決まって無く大変な事と思いますがそれを覚悟で決めました。 
 理由として（１）例え裁判までしても現在の広島オフィスの存続は無理である。（２）現在の会社の

状況だと明るい展望は全く持てない。（３）僅少であるが特別慰労金を引き出した。（これは、決して金

額ではなく、①今までの功労を自分自身に納得させる②「管理職ユニオン・関西」大浜書記長のご尽力

の賜物。など会社に対して一矢報いた面が多分にあります。 
（今回を振り返って） 
過去において組合活動をしてこなかった私は、組合活動に特別な意識がありましたが、今回加入させ

ていただき、事務所内で組合の方々や活動を見て、早く加入すれば良かったと後悔しています。今回の

私の件についても①すぐに団体交渉が行えた。②団体交渉の日で退職日が延期できた。③業務継続とは

ならなかったが、退職条件を有利にできた。などです。とても自分ひとりでは、対処出来ることではあ

りません。中には、退職勧奨までされても組合加入にためらっておられる方もいらっしゃると思います

が、是非「管理職ユニオン・関西」にご相談して、自分の為に会社と交渉されることをお勧めいたしま

す。 
最後に、ご多忙の中、私の為にご尽力いただきました大浜書記長、又、心強く支援して下さいました

Ｎ執行委員そして組合員の皆様、心より感謝しております。ありがとうございました。 
これからも厳しい社会状況になっていく中で、ますます「管理職ユニオン・関西」の存在が必要にな

ってくるものと思われます。大変とは思いますがご健闘お祈りいたします。 
私も微力ながら応援させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上 
 
 

 

第 2回「こらえてばかりで委員会」春節会のお知らせ 

               ２月１２日（土）午後５時スタート 
 組合員の皆さま、寒い日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。「こらえて」の Sです。去年
から「こらえて」の年間行事として始めました「春節会」を、今年も好評につき開催いたします。今年

も、広島の美味しい牡蠣を安く分けて頂ける事になりましたので、皆さんで牡蠣をつつきながら、「春

よ早く来いと」願いながら、いろいろな事を皆さんで語り合いたいと思います。是非、多数のご参加を

お待ちしております。なお準備の都合がありますので、２月１０（水）までに、ご連絡をお願いいます。 
 

「こらえてばかりで委員会」春節会 牡蠣パーティへのお誘い 
   日時 ２月１２日（土）午後５時開会  
   会場 グリーングラス    会費：２０００円 カンパ：当日の持ち込み歓迎。 
   参加方法 組合事務所の白板の参加表に記入。（電話連絡可） 
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個人の力そして皆の力でできる事   Ｓ 
 

事の始まり 
平成１０年１０月にさかのぼります。日本ならびに世界の大企業を顧客とする業界では名のある

印刷会社で正社員募集が有り応募、採用され勤め始めました。そして１０月中旬に社内告示で身分

を契約社員として私の新入社員紹介がありました。不審に思い人事担当者に手紙を書き真意を問い

正すともに、話し合いを申し入れましたがなしのつぶてで無視、平成１１年２月に再度、手紙を書

き話し合いを申し入れると今回は話し合いに応じたが強圧的に契約社員募集での採用だとの一点

張りの回答に終始し何ら進展せず。 
平成１１年１２月に話し合いを持ち「現在の状況を公的機関に訴える。」と述べたがこれも無視

されたので、私は、何ら会社側は解決しようとする意思を持ち合わせていないと判断し、平成１２

年２月労働基準監督署に訴えるが署は行政指導の名の基において金銭的な事案は解決を図ったが

身分的な事案は救済が図られることはなかった。 
その後、会社側は話し合いを持つと私に申し入れ話し合う。そしてその席で初めて「募集は正社

員であったこと自分達に非があったことを認めるが、雇用の継続については契約社員の身分でしか

認められない。」と高圧的に言い放つのみで、こじれた私との関係を改善する意志は認められなく

私は不本意ながらも現在の社会情勢を考慮し生活の為に現状を受け入れる事にしました。この時、

平行して大阪労働事務所にも相談していましたが、その中で「個人加入の労働組合に入るのも 1つ
の方法だ。」とアドバイスされたが時間に追われそのまま見過ごしてしまいました。 

＃これが、私個人が成し得た事です。  

そして次への始まり 
平成１６年春頃から「君の契約更新は無い。」との話が社内で耳に入るようになり、夏頃からは

勤務上の締め付けが一層きつくなってきましたが指示通りの仕事をこなして行きました。 
そして１１月の初め頃に人事担当者に話し合いを申し入れ、担当者２人と次回契約社員の事と現

状の仕事の事を話し合い、そして担当役員へ伝えていくことを依頼しました。話し合いを持った理

由の１つは平成１７年７月に私は６０歳になるため２月を起点とした契約期間をどのようにする

のか、もう１つは春頃から耳にする契約の非更新の真偽を確かめたかったのです。 
そして会社から連絡があり、１２月７日に話し合いが準備された事、私は今回、自分自身がしっ

かり準備をして臨まないといけないと考え、１２月６日に以前より知る管理職ユニオン東京に電話

をし、相談をしたところ会社が契約の更新を拒否しても受け入れないこと。そして、関西在住であ

ればと管理職ユニオン関西の電話番号を教えて下さりました。 
その後、早速管理職ユニオン関西に電話で相談をすると同じアドバイス。この事を携え、７日の

話し合いに臨みました。会社側の回答は噂どうり、契約更新の打ち切り。理由は①経営戦略上経費

削減の必要があるため。②他にもあるがそれは言えないとの事でした。今まででしたら戦闘モード

100％全開なのに冷静に会社のお考えは承りましたと述べ退席する事ができました。これは会社側
が期待していたものとは違い高圧的に処理ができなく、さぞがっかりした事でしょう。 
その後、10 時を待ちユニオンに電話をし、状況を説明した所「来ることが出来るのではあれば
すぐに来なさい」との事。すぐに伺い大浜書記長と相談をしますと、この事は「ユニオンに加入し

て解決するのが早くて最良ですよ。」とアドバイスを受けその場でユニオンに加入。Ｆ執行委員、

Ｎ執行委員の助けを得、労働組合加入通知書と団体交渉申入書を作成。そして会社へ郵便送付なら

びに手渡し配達をする。この時に会社が「宣戦布告をしたのだから受けて立つのだ。」とお話があ

り、今からが戦闘モード 100％全開の時と知りました！ 
 

団体交渉の始まり 
12月 16日に第 1回目が行なわれ、ユニオンからはＦ執行委員と私を含め他に 3名の応援を頂き
臨みましたが、結論から言って会社側はなぜ自分達はこの場にいるのかも十二分に理解していない

様な有り様で、私が現在までの経過を示しても総て否定するに近い態度を取るばかりであり、退職
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新 入 組 合 員 学 習 会 

１月２２日（土）14時～16時  管理職ユニオン事務所 
管理職ユニオン・関西とは、どのような労働組合なのか？ 組合の活用法、リストラ対応策、団

体交渉の進め方、事務所での対応などについて学習します。 
悩んでここに駆け込んだのはあなただけではない事を知り、実体験を語り合うことによってスト

レスを発散し、会社社会とは全く違う集まりを実感します。そして、それぞれが抱える問題を考え、

どのように解決していくのか、アドバイスを受けながら客観的に考える機会でもあります。 
新入組合員の方は必ず参加して、より早い解決を目指しましょう。 

今まで参加していない組合員の方もぜひ参加してください。 

勧奨の意味すら曖昧で正社員と他の従業員との扱いに差別が存在してもなにが悪いかと述べる等、

ただあきれるばかりであった。退職勧奨の主たる理由は会社顧客の産業再生法適用による売上減少

が発生する見込みによる経費節減のためと強調していたが現実に影響が現れるのは先のことなの

に不思議である。これは理由の為の理由でしかありえない。Ｆ執行委員からの退職勧奨の撤回、次

回の団体交渉協議事項（退職勧奨撤回後の処遇）当の申し入れを会社側は受け入れ会社に持ち帰り

検討する事で終了しました。 
12月 24日に第 2回目が行なわれ、大浜書記長、Ｆ、Ｎ両執行委員、私とが出席し協議が始まり、
その中で少し長く会社の不誠実さを攻撃し続けました。このことについては後程述べますが注意が

必要です。前回に続き、今回の退職勧奨について協議中、会社側社労士から今回は雇い止めである

との発言があり、ユニオンから発言撤回の申し入れを行う。今回も会社側の法律への認識の薄さ、

勉強不足に呆れるばかりである。そして協議を続け契約期間の設定がなされ、今回の契約終了後の

2月から 1年とすることに定め同意文書の作成検討に入ることで終了しました！ 
 

解決へのステップ 
平成 17年 1月 12日に大浜書記長とＦ執行委員が事務折衝を行い会社側の回答は 
１、 契約期間は平成 17年 2月１日～平成１８年１月３１日とする。 
２、 退職金に対応するものとして正社員の５０～７５％の金額を支給する。 であった。 
そして私はこの条件を受け入れようか考えている時に在籍する某社員より次の情報を入手しまし

た。某会社更生法適用会社の産業再生機構からのコメントを在籍会社の社長が社内で発表し、産業

再生機構は当社を好意的に見ている。また、結論が出るまでは早くて２年ほどかかるとの事。と言

う事は何が何でも会社は私を辞めさせたいのだと理解し、Ｆ執行委員に相談をして金銭解決の道を

開き、その旨を伝え再度事務折衝をして頂きました。 
解決 

１、 平成１７年１月３１日付けにて円満退職 
２、 ６０歳までの賃金保証に対応する金額プラス退職金 50％に対応する金額 
                           以上で解決をしました！ 

＃これが皆で成し得たことです。  

終わりに 
一人で一生懸命、頑張っても一人で出来ることは限られています。また、自分流に進めてもよ

くない方法も数多くあります。私が団体交渉で学んだのは幾ら正論を述べようとしても相手がそ

の事を認識し、理解していないと何もならないとの大浜書記長のご指摘でした。この事を心に留

め、今後の日々の生活に当てはめようと思います。 
一人一人違った力があります。その力を集めれば多くの事が成し遂げることが出来ます。 

この事を思い起こさせて下さったことに感謝します。解決に力をお貸しくださった組合員の皆様

に感謝とお礼を申し上げます。また、私自身も微力ながら皆様の力になればと思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




